
【旧尾道・御調・向島地区】	 尾道市クリーンセンター	（☎0848-48-2900）
	 　衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
【因島地区（原・洲江含む）】	 南部清掃事務所	 （☎0845-24-0432）
【瀬　戸　田　地　区】	 南部清掃事務所瀬戸田分所	（☎0845-27-0454）
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金曜は午後７時まで市民課
関係窓口を時間延長します

本庁市民課、因島総合支所市民生活課
戸籍、住民票、印鑑・所得証明書の発行、パスポー
トの受け取りなど

※住所変更、パスポートの申請はできません。
市民課（☎0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課（☎0845-26-6208）

※所得に関する証明については、事前に担当課へ
ご確認ください。
収納課（☎0848-38-9172）
因島瀬戸田市民税係（☎0845-26-6227）

環境資源リサイクルセンター （☎	0848-48-2212）
10：00〜16：30／月・祝日休館

〈休館日のお知らせ〉
8月13日㈭～17日㈪まで休館します。

https：//www.facebook.com/onomichi.recycle

8月の出張販売
８／	１	㈯ 10：00〜14：00		市民センターむかいしま

８／	７	㈮ 10：00〜14：00		道の駅クロスロードみつぎ

８／12	㈬ 10：30〜14：00		瀬戸田市民会館前駐車場

■７月のごみ持込受付（休日）※対象は家庭ごみ。 ■お盆のし尿収集

■祝日・お盆のごみ収集
7月23日（海の日）のごみ収集

月・木曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
7月24日（スポーツの日）のごみ収集

火・金曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
8月10日（山の日）のごみ収集

月・木曜が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
お盆のごみ収集

市内全域、暦どおりごみを収集します。

25日㈯ 御調清掃センター 8：30〜11：00

26日㈰

尾道市クリーンセンター

8：30〜12：00南部清掃事務所

瀬戸田名荷埋立処分地

旧尾道地域・
御調町・向島町

8月13日㈭〜16日㈰はお休みです。
※8月10日㈷はお休みです。

因島地域
（東生口地区を除く）

暦どおり収集します。
※8月10日㈷はお休みです。

瀬戸田町・
東生口地区

8月13日㈭〜16日㈰はお休みです。
※8月10日㈷はお休みです。

※必ず分別をして持ち込んでください。（資源物・粗大ごみを含む）
※ 向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは休日の

持込受付はありません。

※ お盆の前は混み合いますので、早めに収集の依頼を
してください。

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード

マイナンバーカード（個人番号
カード）の交付案内が届いた人
８月２日㈰ 8：30〜12：00 ※次回は８月23日㈰です。
本庁市民課のみ ※市民課以外の各支所が交付場所
になっている人は、7月29日㈬までにご連絡ください。
・マイナンバーカード交付通知書兼照会書（交付

案内に同封）
・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収します・お持ちの人のみ）
市民課（☎0848-38-9102）

※祝日のもやせるごみ以外の収集はお休みです。
※祝日のごみ持込受付はありません。
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国民年金保険料の納付が難しいときは
免除・猶予制度をご利用ください

県道栗原長江線
夜間交通規制のお知らせ

光化学オキシダントを防ぎましょう

くらしの窓 市からのお知らせ

政治家の寄附は禁止
贈らない　求めない　受け取らない

　夏は、中元や夏祭りなど贈り物の
多くなる季節です。しかし、政治家 

（立候補予定者も含む）が選挙区内の
人にお金や物を贈ったり、有権者が
寄附を求めたりすることは法律で禁止
されており、違反すると罰せられます。
　政治家が選挙区内の人に暑中見舞
い等の時候のあいさつ状を出すこと
も禁止されています。

尾道市選挙管理委員会・
尾道市明るい選挙推進協議会

（☎0848-38-9258）

防災無線戸別受信機
初回申込受付は7月31日まで

　防災情報、行政放送、地域放送を
聞くことのできる戸別受信機を、尾道
市に住民票がある世帯に無償で貸与
します。詳しくは広報おのみち５月号
をご覧ください。

５月上旬に全戸
配布している申込
書を送付、電子申
請、メールで
７月31日㈮

※貸与開始は令和３年６月頃です。
※締め切り後も随時申込は可能ですが、 

貸与時期が遅れる場合があります。

現在の御調町、因島、瀬戸田町の
防災放送は、令和３年６月頃から放
送を終了し、こちらの受信機に切り
替わります。

総務課（☎0848-38-9320）

保険年金課（☎0848-38-9143）

　長江小学校南側付近で水道工事を行う
ため、夜間に片側交互通行の交通規制を
行います。ご不便をお掛けしますが、ご理解
とご協力をお願いします。

工事期間　７月下旬〜令和３年２月下旬
規制時間　22：00〜6：00
規制内容　片側交互通行

水道工務課（☎0848-37-8702）

　広島県では、６月１日〜８月31日までの間「光化学オキシダント夏期特別
対策」を実施しています。
　毎年夏に多く発生する光化学オキシダントによる健康被害の減少や大気
汚染の進行を防止するため、皆さんのご協力をお願いします。

■不要不急の自動車の運転を控える。
■自動車の急発進、急加速、から吹かしはしない。
■自動車から離れるときや車内で人を待つときなど駐停車中は、こまめに
エンジンを切り、不必要なアイドリングをやめる。

環境政策課（☎0848-38-9434）

　国民年金は、20〜60歳まで加入して保険料を納めることが必要です。
しかし、経済的な理由（新型コロナウイルスの影響を含む）で保険料を納め
ることが難しい場合は、申請し承認を受けると全額か一部が免除されます。
　納付免除や納付猶予を受けた期間に応じて将来受け取る年金額が減額
されますが、10年以内であれば後から納めることができます。

年金手帳、本人の印鑑（代理人の場合）、離職票（失業の場合）、学生証
など（学生納付特例を申請する場合）、マイナンバーカード等、窓口で手続
きする人の本人確認書類（免許証等顔写真のあるものは１点、それ以外
は２点）

免除申請
（全額免除・一部免除）

前年所得が、一定額以下のときや失業等の理由により
保険料を納めることが困難な場合

納付猶予 50歳未満（学生を除く）の人で、経済的な理由で保険料
を納めることが困難な場合

学生納付特例 大学（院を含む）や専門学校等に在学する人で、保険料
を納めることが困難な場合
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